
＜大会概要＞ 

１．大会名称  Felix88 Golf Trophy in Yamaguchi 

２．主  催  公益財団法人 周南市体育協会 

３．特別協賛  トヨタカローラ山口株式会社 

４．協  賛  山口トヨペット株式会社、エルクホームズ株式会社 

        一般社団法人周南カントリー倶楽部 

５．協  力  山口県ゴルフ協会、株式会社 JOYX 

６．企画運営  株式会社ツーリッチ 

７．大会日程  競技：2022 年 3 月 2 日（水）、3 日（木）／プロアマ：3 月 1 日（火） 

８．開催コース 周南カントリー倶楽部 

        〒745-0631 山口県周南市大字安田 355 

        TEL 0833-91-0311 

＜競技概要＞ 

１．競技規則  JGA ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する 

２．競技方法  36 ホールズストロークプレー 

３．出場資格  山口県、福岡県、広島県に在住する PGA、JGTO、JLPGA メンバーと 

        主催者が推薦するプロゴルファー、研修生、ジュニアゴルファー 

        予選会を通過したアマチュアゴルファー（ダブルス競技） 

４．出場人数  152 名（予定） 



５．参加費   プロ、アマチュア（ダブルス）：10,000 円 

ジュニア：5,000 円（競技当日に大会受付にて支払うこと） 

        ※参加費は全て新型コロナウイルスと戦う医療従事者への感謝を込めて 

        「徳山医師会」へチャリティさせて頂きます 

６．プレー費  10,450 円（キャディ付税込、練習ラウンド・競技日共に同額とする） 

７．指定練習日 3 月 1 日（火）、申込みはゴルフ場に直接問い合わせること 

８．順位の決定 1 位がタイの場合、サドンデス方式のプレーオフにより優勝者を決定し 

        2 位以下はタイとする（プレーオフ 18 番繰り返し） 

９. 予選カット プロ選手は初日 60 位タイで予選カット、ジュニアは予選カットなし、 

        アマチュア（ダブルス）は初日のみ出場とします 

10．賞  金  賞金総額 750 万円 

優勝賞金 120 万円 

※アマチュアを除くプロゴルファー全出場選手に賞金あり 

11．表  彰  総合成績優勝〜3 位までとアマチュア部⾨（男⼥それぞれ）優勝〜3 位 

までは競技終了後に表彰式がありますので必ず出席をお願いします 

12. 特別賞   17 番ホールにおいてホールインワンを達成した選手には、トヨタカロ 

ーラ山口より「アルファード」が贈られます。複数達成の場合、最大 5 

名までとします 

 



＜新型コロナウイルス予防対策の同意事項＞ 

本大会は新型コロナウイルス対策を講じて開催します。 

出場選手は下記事項に協力をお願いすると共にあらかじめ同意することを要する。 

⑴ 出場選手は大会 2 週間前からの検温と問診票を記載し大会当日に提出してください。 

⑵ 大会当日は AI サーマルカメラによる非接触検温を行い、体温が 37.5 度以上の場合には

再検温を実施しそれでも異常体温の場合には出場することができません。 

⑶ クラブハウス内ではマスク着用の徹底をお願いします。 

⑷ クラブハウス入場時は、手洗い、うがい、手指消毒の徹底をお願いします。 

 

＜個人情報に関する同意事項＞ 

本大会の参加希望者は、参加申込書により取得する個人情報を次の目的の範囲内で他に提

供（公表）することについて、あらかじめ同意すること要する。 

⑴ Felix88 Golf Trophy in Yamaguchi（FGT）の参加資格と審査のため。 

⑵ FGT 開催および運営に関する業務のため。 

・競技関係書類（組合せ、競技結果の公表）のため。 

・FGT 関係者（報道を含む）に対する参加者の氏名、生年月日、所属先等公表のため。 

⑶ 申込書による参加の個人情報と、FGT における成績の保存、ならびに競技終了後にお

いて必要に応じて公表事項の敵宣の方法による公表等のため。 

 



＜肖像権に関する同意事項＞ 

本大会の参加希望者は、FGT 競技に出場するに対して報道、広報のため目的に反しない範

囲で利用するため、写真やその他の記録媒体による収録物あるいは編集物に関わる選手の

肖像権を主催者に譲渡することを、あらかじめ承諾することを要する。 

 

＜参加資格における注意事項＞ 

競技委員会は競技中を含めいかなる場合においても、本大会の出場に相応しくないと判断

した選手の参加資格を取り消すことができる。なお、主催者は出場選手が次のいずれか一

つでも該当する場合には、当該選手を出場に相応しくないと判断する。（但し、これらに限

らない） 

⑴ 暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業等その他これらに準ずる者に該当することが

判明したとき。 

⑵ 自らまたは第三者を利用して、暴力的や法的な責任を超えた不当な要求行為や脅迫的な

言動で相手方の業務等を妨害する行為やこれらに準ずる行為を行なったことがある者で

あることが判明したとき。 

 

 

 

 


